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「消費者行政新未来創造オフィスの調査分析の成果報告会」 

発言要旨 

 

 

開 催 日 時：2019年２月 12日（火）13：30～16:30 

場   所：中央合同庁舎第４号館内共用会議室 108号室 

出席有識者：坂本有芳 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授   

西田公昭 立正大学心理学部教授   

矢吹香月 岡山県消費者教育コーディネーター 

 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．成果発表 

（１）発表１ 「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」報告書 

（２）発表２ 障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査報告書 

（３）発表３ 子どもの事故防止調査結果 

（４）発表４ 食品ロスに関する実証事業結果 

３．座談会「平成の消費者行政の 30年とこれから」 

４．閉会 

 

 

（有識者の発言要旨） 

発表１：「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」報告書             

発 表 者：（資料に沿って説明） 

 

＜有識者コメント＞ 

西田先生：このような調査ができたことは、とても画期的だった。 

矢吹先生：私も大学などで講演を行う際にこのチェックシートを活用した。チェックシートは、若

者だけでなく他の年代にも使えるのではないかと思うが、どうなのか。 

坂本先生：徳島県内でも、このチェックシートを使ってみたという学校の先生方の声を聞くことが

あるので、啓発資料としても非常に注目されていると思う。 

西田先生：調査に当たっては、若者に合わせた形でアンケートの問を設定しており、その結果を基

にしてチェックシートも作成しているので、一応は若者の特徴などを踏まえたチェック

シートになっている。 
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発表２：障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査報告書                

発 表 者：（資料に沿って説明） 

 

＜有識者コメント＞ 

矢吹先生：相談員として相談を受けても、相手から言わない限り、障がい者なのかどうかは分から

ない。実際の事例を見ていても、消費生活センターに相談に来てくれれば、何かしら対

応できたと思うケースも多い。障がい者施設にも「188」を広めていくことは重要である。 

西田先生：高齢者と同様に、障がい者も悪質な事業者に狙われているのではないかと思う。特に今

の社会では、個人情報が色々と出回っており深刻な状況だが、その中で、「障がい者であ

る」という情報も悪質な事業者に知られているおそれがあると言える。 

坂本先生：家庭科の先生向けに消費者教育の講演をすることがあるが、特別支援学校などの先生の

出席率が高い傾向にあり、消費者教育・消費者問題への関心の高さがうかがえる。先生

たちも、障がいを持っている子供たちに、学校を卒業するまでに、消費者トラブルに遭

わないような知識などを最低限身に付けてほしいと考えているのだろう。 

 

 

発表３：子どもの事故防止調査結果                              

発 表 者：（資料に沿って説明） 

 

＜有識者コメント＞ 

坂本先生：実際にデータとして、男親と女親の意識の差や事故防止対策につながる啓発方法などが

明らかにできた。今後の啓発体制づくりのエビデンスとなる良い調査ができていると思

う。 

西田先生：特にどのような男親の意識が低かったのかなど、特徴はあるか。 

矢吹先生：自分も意識的に気を付けていきたいと思った。昔起きた事故と現代の事故は異なる部分

があるため、年配の人は知らない事故もある。是非、祖父母に対してもハンドブックの

配布をしてほしい。 

坂本先生：事故防止意識が低い人の特徴を明らかにする分析はできていない。今後、さらに分析し

てみたいと思う。 
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発表４：食品ロスに関する実証事業結果                            

発 表 者：（資料に沿って説明） 

 

＜有識者コメント＞ 

坂本先生：実際に食品ロスの量を記録したり、削減の取組を行ったりと、食品ロスについて意識を

持つことで、どのように行動が変化するのかという行動変容モデルに基づいた調査とな

った。 

西田先生：社会心理学では、意識しそれを習慣づけて行動に移せるようになるまでの行動変容モデ

ルに着目することもある。 

可能かどうか分からないが、以前調査を実施した対象者に、ある程度の期間が経過した

後に再度アンケートを行うことができれば、どの程度定着しているかを見ることができ

るだろう。 

矢吹先生：最近だと恵方巻の廃棄なども問題になったが、このようなイベントごとでの食品ロスも

多くみられる。消費者一人ひとりが意識を持つことが大切になってくるのではないか。 

 

 

●座談会「平成の消費者行政の 30年とこれから」                       

矢吹先生： 

・この 30 年間で行政の取組は充実し、消費者法関連の学術的研究も進んだと認識している。他

方で、消費者法については、司法の場における使い勝手をより良くしていく必要があると感じ

る。消費者の権利を憲法上の権利として位置付けることなども考えてみてよいのではないか。 

・地方消費者行政は、財政基盤など、弱くなっている部分もある。国から支援するというだけで

なく、自治事務のままにしておくのがよいのかということも含めて、時代に合わせた在り方を

考えていく必要があるのではないか。 

・技術の進展により消費者は便利な生活を手に入れたが、利便性と表裏一体で存在する危険につ

いて、消費者に分かりやすく伝えていくことが必要。そのためには、各年代に応じた消費者教

育を行うことが必要であり、それを消費者教育コーディネーターが補強していくということが

求められているのではないか。 

 

西田先生： 

・平成 30 年の間にも様々な事件があったが、心理学的なアプローチが有用な消費者問題も多い

と感じる。時代が変わっても、人が不合理な契約を締結してしまう心理的なメカニズムは共通

する。契約に関する法制度は、合理的な判断能力を有する強い人間モデルが念頭におかれてい

るが、高齢者や若年者を適切に保護していくには弱い人間モデルを念頭におく必要がある。今

後は、心理学と消費者行政がより連携できるとよい。 

・省庁横断的に取り組まなければ実現できない施策もあり、関係省庁の連携強化も必要である。

例えば、特殊詐欺の防止について、各家庭にテレビ電話を設置することが有効な対策と言われ

るが、これを実現するには関係省庁間の連携・協働が不可欠である。 
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坂本先生： 

・デジタル化や自動化によって、例えば自動運転中の交通事故のような、責任の所在が曖昧な消

費者事故・トラブルの増加が懸念される。他方で、学生を見ていると、新しい製品・サービス

に対して好奇心旺盛であり、最近話題のフリマアプリについても、多くの学生がよく使ってい

ると聞いている。今後、新たな製品・サービスによる利便性を享受しつつ、消費者事故・トラ

ブルを防止していくには、消費者個々人のエンパワーメントが必要になってくるのではないか。 

・電子マネー、仮想通貨など、お金の価値の転換期であり、超高齢化社会を迎えて、消費者が知

識を蓄えるだけでなく心の安定をどう確保していくか課題となる。 

・新たなテーマについて研究する際には、質的な調査により課題を見つけ出していくことが重要

である。今回のプロジェクトのような基礎調査は重要で，テーマに応じたデータの収集方法を

選ぶ必要がある。 

 ・今般、ビッグデータが注目されているが、消費者庁自らがデータを入手して活用を試みること

で、事業者がどのようにビッグデータを活用し、どのような問題が起こり得るのかを実感する

ことも有用ではないか。 

 

※有識者からのコメントを受け、座談会に参加した当庁若手職員から、「従来の消費者行政の手法

にとらわれず、より積極的に消費者に資する政策に取り組んでまいりたい」旨の発言があった。 


